
四日市市告示第１７７号 

四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のよう

に定める。 

  令和７年３月２８日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金交付要綱（令和２年四日市市告示第１８３

号）の一部を次のように改正する。 

 

 

 第２号様式及び第３号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 ２ 号 様 式 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

  第   号  

 

住  所          

名  称          

代 表 者          

 

四 日 市 市 IT 企 業 等 進 出 支 援 事 業 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書  

 

  年   月   日 付 け で 交 付 申 請 の あ っ た 四 日 市 市 IT 企 業 等 進 出 支 援

事 業 補 助 金 に つ い て は 、 四 日 市 市 IT 企 業 等 進 出 支 援 事 業 補 助 金 交 付 要 綱

第 ７ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 下 記 の と お り 交 付 す る こ と に 決 定 し た の

で 通 知 し ま す 。  

 

  年   月   日  

四 日 市 市 長        

 

記  

 

１ 事業名 

 

２ 補助金額   金          円 

 

３ 補助金交付の条件 

(1) 四日市市補助金交付規則及び四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金交付要綱

の規定を遵守すること。 

(2) この補助金の交付に係る関係書類は、事業完了後５年間保存しなければならな

い。 

(3) この補助金の交付については、後日市が報告を求め、調査を行うことがある。 



第 ３ 号 様 式 （ 第 ８ 条 関 係 ）  

  第   号  

 

住  所          

名  称          

代 表 者          

 

四 日 市 市 IT 企 業 等 進 出 支 援 事 業 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書  

 

  年   月   日 付 け で 交 付 申 請 の あ っ た 四 日 市 市 IT 企 業 等 進 出 支 援

事 業 補 助 金 に つ い て は 、 下 記 と お り 交 付 で き ま せ ん の で 通 知 し ま す 。  

 

  年   月   日  

四 日 市 市 長       

 

記  

 

１ 事業名  

 

２ 不交付の理由  



第６号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第１０条関係） 

 第   号  

 

住  所          

名  称          

代 表 者          

 

四 日 市 市 IT 企 業 等 進 出 支 援 事 業 補 助 金 変 更 決 定 通 知 書  

 

     年   月   日 付 け で 交 付 申 請 の あ っ た 四 日 市 市 IT 企 業 等 進

出 支 援 事 業 の 計 画 変 更 を 承 認 し た の で 、 四 日 市 市 IT 企 業 等 進 出 支 援 事 業

補 助 金 交 付 要 綱 第 １ ０ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 下 記 の と お り 交 付 す る こ と に

決 定 し た の で 通 知 し ま す 。  

 

  年   月   日  

四 日 市 市 長       

 

記  

 

１ 事業名 

 

２ 変更決定額   金          円 

 

３ 計画変更の内容 

 

４ 条件 

 

 

 

 

 

 



第８号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第８号様式（第１２条関係） 

承 継 承 認 通 知 書 

 

                          四日市市 第     号 

                               年  月  日 

 

                    様 

                             四日市市長      

 

四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金交付要綱第１２条第４項の規定により届出

があった承継について、次のとおり承認しましたので通知します。 

 

対 象 事 業 名  

譲 渡 人 

（既補助対象 

事 業 者 ） 

住 所 

 

氏 名 

（法人にあっては、その名称及び代表者氏名） 

承 継 者 

（新補助対象 

事 業 者 ） 

住 所 

 

氏 名 

（法人にあっては、その名称及び代表者氏名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１０号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１０号様式（第１４条関係） 

 

  第     号 

                               年  月  日 

 

                    様 

四日市市長                

 

四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金交付確定通知書 

 

   年  月  日付けで補助金の実績の報告があった四日市市 IT 企業等進出支

援事業補助金については、四日市市 IT 企業等進出支援事業交付要綱第１４条の規定

に基づき、下記のとおり補助金の額の確定をしたので通知します。 

 

記 

 

１．補助金の確定金額           円 

 

 

２ 交付条件 

（1）四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金交付要綱を遵守すること。 

（2）この補助金の交付に係る関係書類は、事業完了後 5 年間保存しておかなければ

ならない。 

（3）この補助金の交付については、後日市が監査を行うことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第１２号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１２号様式（第１６条関係） 

補 助 金 返 還 命 令 書 

                                第     号 

                             年  月  日 

                    様 

 

                           四日市市長         

 

 

四日市市 IT 企業等進出支援事業補助金交付要綱第１６条の規定により、次のとおり

補助金の返還を命じます。 

 

対 象 事 業 名  

奨励金の返還

を命ずる理由 

 

 

 

奨励金返還額 円 

納 入 期 限 年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 



附 則 

この要綱は、令和７年４月 1 日から施行する。 

（商工農水部工業振興課） 


